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◎
領
域
等
の
警
備
に
関
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
表 

○
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
〔
抄
〕
（
附
則
第
二
条
関
係
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改 
 

 

正 
 

 

案 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

現 
 

 
 

 
 

行 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

（
特
別
の
部
隊
の
編
成
） 

第
二
十
二
条 

〔
略
〕 

２ 

防
衛
大
臣
は
、
第
七
十
七
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
国
民
保
護
等
派
遣
、
第
八

十
二
条
の
規
定
に
よ
る
海
上
に
お
け
る
警
備
行
動
、
第
八
十
二
条
の
二
の
規
定

に
よ
る
海
賊
対
処
行
動
、
第
八
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
海
上

に
お
け
る
警
備
準
備
行
動
、
第
八
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
弾
道
ミ

サ
イ
ル
等
に
対
す
る
破
壊
措
置
、
第
八
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
災
害
派

遣
、
第
八
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
地
震
防
災
派
遣
、
第
八
十
三
条
の
三
の

規
定
に
よ
る
原
子
力
災
害
派
遣
、
第
八
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保

護
措
置
、
第
八
十
四
条
の
四
の
二
の
規
定
に
よ
る
領
域
警
備
行
動
、
訓
練
そ
の

他
の
事
由
に
よ
り
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
特
別
の
部
隊
を
臨
時
に
編
成
し
、

又
は
所
要
の
部
隊
を
そ
の
隷
属
す
る
指
揮
官
以
外
の
指
揮
官
の
一
部
指
揮
下

に
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

〔
略
〕 

  

（
海
賊
対
処
行
動
） 

第
八
十
二
条
の
二 

〔
略
〕 

 

 

（
特
別
の
部
隊
の
編
成
） 

第
二
十
二
条 

〔
略
〕 

２ 

防
衛
大
臣
は
、
第
七
十
七
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
国
民
保
護
等
派
遣
、
第
八

十
二
条
の
規
定
に
よ
る
海
上
に
お
け
る
警
備
行
動
、
第
八
十
二
条
の
二
の
規
定

に
よ
る
海
賊
対
処
行
動
、
第
八
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
弾
道
ミ
サ

イ
ル
等
に
対
す
る
破
壊
措
置
、
第
八
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
災
害
派

遣
、
第
八
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
地
震
防
災
派
遣
、
第
八
十
三
条
の
三
の

規
定
に
よ
る
原
子
力
災
害
派
遣
、
第
八
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保

護
措
置
、
訓
練
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
特
別
の
部
隊

を
臨
時
に
編
成
し
、
又
は
所
要
の
部
隊
を
そ
の
隷
属
す
る
指
揮
官
以
外
の
指
揮

官
の
一
部
指
揮
下
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

  

３ 

〔
略
〕 

  

（
海
賊
対
処
行
動
） 

第
八
十
二
条
の
二 

〔
略
〕 
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（
海
上
に
お
け
る
警
備
準
備
行
動
） 

第
八
十
二
条
の
二
の
二 

防
衛
大
臣
は
、
国
土
交
通
大
臣
か
ら
自
衛
隊
の
部
隊
に

海
上
保
安
庁
が
行
う
警
備
を
補
完
さ
せ
る
よ
う
要
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い

て
、
海
上
に
お
け
る
人
命
若
し
く
は
財
産
の
保
護
又
は
治
安
の
維
持
の
た
め
海

上
に
お
け
る
警
備
を
あ
ら
か
じ
め
強
化
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
自
衛
隊
の
部
隊
に
対
し
、
海
上
に
お
い
て
海
上
保
安
庁
が
行
う
警
備
を

補
完
す
る
た
め
の
行
動
（
次
項
に
お
い
て
「
海
上
に
お
け
る
警
備
準
備
行
動
」

と
い
う
。
）
を
と
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

防
衛
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
自
衛
隊
の
部
隊
に
対
し
海
上
に
お
け
る

警
備
準
備
行
動
を
と
る
こ
と
を
命
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
内
閣
に

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
在
外
邦
人
等
の
輸
送
） 

第
八
十
四
条
の
四 

〔
略
〕 

２
・
３ 

〔
略
〕 

  

（
領
域
警
備
行
動
） 

第
八
十
四
条
の
四
の
二 

防
衛
大
臣
は
、
領
域
等
の
警
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成

三
十
一
年
法
律
第 

 
 

号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
自
衛
隊
の
部
隊
に

よ
る
領
域
警
備
行
動
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

（
警
戒
監
視
の
措
置
） 

第
八
十
四
条
の
四
の
三 

防
衛
大
臣
は
、
領
域
等
の
警
備
に
関
す
る
法
律
の
定
め

 

〔
新
設
〕 

           

（
在
外
邦
人
等
の
輸
送
） 

第
八
十
四
条
の
四 

〔
略
〕 

２
・
３ 

〔
略
〕 

  

〔
新
設
〕 

    

〔
新
設
〕 
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る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
自
衛
隊
の
部
隊
に
対
し
、
警
戒
監
視
の
措
置
を
講
じ
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
関
係
機
関
と
の
連
絡
及
び
協
力
） 

第
八
十
六
条 

第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
七
十
七
条
の
二
、
第
七
十
七
条
の
四
、

第
七
十
八
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
二
項
、
第
八
十
一
条
の
二
第
一
項
、
第

八
十
二
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
八
十
三
条
第
二
項
、
第
八
十
三

条
の
二
、
第
八
十
三
条
の
三
又
は
第
八
十
四
条
の
四
の
二
の
規
定
に
よ
り
部
隊

等
が
行
動
す
る
場
合
（
同
条
の
規
定
に
よ
り
行
動
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
陸

域
に
お
い
て
行
動
す
る
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
当
該
部
隊
等
及
び
当
該
部
隊

等
に
関
係
の
あ
る
都
道
府
県
知
事
、
市
町
村
長
、
警
察
消
防
機
関
そ
の
他
の
国

又
は
地
方
公
共
団
体
の
機
関
は
、
相
互
に
緊
密
に
連
絡
し
、
及
び
協
力
す
る
も

の
と
す
る
。 

  

（
海
賊
対
処
行
動
時
の
権
限
） 

第
九
十
三
条
の
二 

〔
略
〕 

  

（
海
上
に
お
け
る
警
備
準
備
行
動
の
際
の
権
限
） 

第
九
十
三
条
の
二
の
二 

海
上
保
安
庁
法
第
十
六
条
の
規
定
は
、
第
八
十
二
条
の

二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
動
を
命
ぜ
ら
れ
た
海
上
自
衛
隊
の
三
等
海

曹
以
上
の
自
衛
官
の
職
務
の
執
行
に
つ
い
て
、
同
法
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第

十
八
条
の
規
定
は
、
海
上
保
安
官
が
そ
の
場
に
い
な
い
場
合
に
限
り
、
第
八
十

二
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
動
を
命
ぜ
ら
れ
た
海
上
自
衛
隊
の

   

（
関
係
機
関
と
の
連
絡
及
び
協
力
） 

第
八
十
六
条 

第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
七
十
七
条
の
二
、
第
七
十
七
条
の
四
、

第
七
十
八
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
二
項
、
第
八
十
一
条
の
二
第
一
項
、
第

八
十
二
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
八
十
三
条
第
二
項
、
第
八
十
三

条
の
二
又
は
第
八
十
三
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
部
隊
等
が
行
動
す
る
場
合
に

は
、
当
該
部
隊
等
及
び
当
該
部
隊
等
に
関
係
の
あ
る
都
道
府
県
知
事
、
市
町
村

長
、
警
察
消
防
機
関
そ
の
他
の
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
機
関
は
、
相
互
に
緊

密
に
連
絡
し
、
及
び
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。 

    

（
海
賊
対
処
行
動
時
の
権
限
） 

第
九
十
三
条
の
二 

〔
略
〕 

  

〔
新
設
〕 
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三
等
海
曹
以
上
の
自
衛
官
の
職
務
の
執
行
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。 

２ 
第
八
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
動
を
命
ぜ
ら
れ
た
自
衛

隊
の
自
衛
官
は
、
当
該
職
務
を
行
う
に
際
し
、
自
己
若
し
く
は
自
己
と
共
に
当

該
職
務
に
従
事
す
る
隊
員
又
は
当
該
職
務
を
行
う
に
伴
い
自
己
の
管
理
の
下

に
入
つ
た
者
の
生
命
又
は
身
体
の
防
護
の
た
め
や
む
を
得
な
い
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
相
当
の
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
事
態
に
応
じ
合
理
的
に
必
要

と
判
断
さ
れ
る
限
度
で
武
器
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
刑
法
第

三
十
六
条
又
は
第
三
十
七
条
に
該
当
す
る
場
合
の
ほ
か
、
人
に
危
害
を
与
え
て

は
な
ら
な
い
。 

 

（
在
外
邦
人
等
の
輸
送
の
際
の
権
限
） 

第
九
十
四
条
の
六 

〔
略
〕 

  

（
領
域
警
備
行
動
の
際
の
権
限
） 

第
九
十
四
条
の
六
の
二 

第
八
十
四
条
の
四
の
二
に
規
定
す
る
領
域
警
備
行
動

の
職
務
に
従
事
す
る
自
衛
官
は
、
領
域
等
の
警
備
に
関
す
る
法
律
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
同
法
の
規
定
に
よ
る
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

          

（
在
外
邦
人
等
の
輸
送
の
際
の
権
限
） 

第
九
十
四
条
の
六 

〔
略
〕 

  

〔
新
設
〕 
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○
国
家
安
全
保
障
会
議
設
置
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
七
十
一
号
）
〔
抄
〕
（
附
則
第
三
条
関
係
） 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改 
 

 

正 
 

 

案 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

現 
 

 
 

 
 

行 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

（
所
掌
事
務
等
） 

第
二
条 

会
議
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
審
議
し
、
必
要
に
応
じ
、
内
閣
総
理
大

臣
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る
。 

一 

〔
略
〕 

二 

〔
略
〕 

三 

〔
略
〕 

四 

〔
略
〕 

  

五 

〔
略
〕 

六 

〔
略
〕 

七 

〔
略
〕 

八 

〔
略
〕 

  

九 

〔
略
〕 

  

十 

〔
略
〕 

 

（
所
掌
事
務
等
） 

第
二
条 

会
議
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
審
議
し
、
必
要
に
応
じ
、
内
閣
総
理
大

臣
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る
。 

一 

国
防
の
基
本
方
針 

二 

防
衛
計
画
の
大
綱 

三 

前
号
の
計
画
に
関
連
す
る
産
業
等
の
調
整
計
画
の
大
綱 

四 

武
力
攻
撃
事
態
等
（
武
力
攻
撃
事
態
及
び
武
力
攻
撃
予
測
事
態
を
い
う
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
存
立
危
機
事
態
へ
の
対
処
に
関
す

る
基
本
的
な
方
針 

五 

武
力
攻
撃
事
態
等
又
は
存
立
危
機
事
態
へ
の
対
処
に
関
す
る
重
要
事
項 

六 

重
要
影
響
事
態
へ
の
対
処
に
関
す
る
重
要
事
項 

七 

国
際
平
和
共
同
対
処
事
態
へ
の
対
処
に
関
す
る
重
要
事
項 

八 

国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年

法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
際
平
和
協
力
業
務
の

実
施
等
に
関
す
る
重
要
事
項 

九 

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
六
章
に
規
定
す
る

自
衛
隊
の
行
動
に
関
す
る
重
要
事
項
（
第
四
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。
） 

十 

国
防
に
関
す
る
重
要
事
項
（
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
） 
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十
一 

〔
略
〕 

  

十
二 

〔
略
〕 

 

     

十
三 

領
域
等
（
領
域
等
の
警
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第 

 
 

号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
領
域
等
を
い
う
。
第
九
条
の
二
第
一

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
公
共
の
秩
序
の
維
持
に
係
る
自
衛
隊
の
行

動
に
関
す
る
重
要
事
項 

十
四 

〔
略
〕 

２ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ

る
事
項
並
び
に
同
項
第
五
号
か
ら
第
十
号
ま
で
、
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
に

掲
げ
る
事
項
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
の
う
ち
内
閣
総
理
大
臣

が
必
要
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
会
議
に
諮
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

〔
略
〕 

   

十
一 

国
家
安
全
保
障
に
関
す
る
外
交
政
策
及
び
防
衛
政
策
の
基
本
方
針
並

び
に
こ
れ
ら
の
政
策
に
関
す
る
重
要
事
項
（
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
） 

十
二 

重
大
緊
急
事
態
（
武
力
攻
撃
事
態
等
、
存
立
危
機
事
態
、
重
要
影
響
事

態
、
国
際
平
和
共
同
対
処
事
態
及
び
次
項
の
規
定
に
よ
り
第
九
号
又
は
第

十
号
に
掲
げ
る
重
要
事
項
と
し
て
そ
の
対
処
措
置
に
つ
き
諮
る
べ
き
事
態

以
外
の
緊
急
事
態
で
あ
つ
て
、
我
が
国
の
安
全
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す

お
そ
れ
が
あ
る
も
の
の
う
ち
、
通
常
の
緊
急
事
態
対
処
体
制
に
よ
つ
て
は

適
切
に
対
処
す
る
こ
と
が
困
難
な
事
態
を
い
う
。
第
三
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
へ
の
対
処
に
関
す
る
重
要
事
項 

 

〔
新
設
〕 

    

十
三 

そ
の
他
国
家
安
全
保
障
に
関
す
る
重
要
事
項 

２ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ

る
事
項
並
び
に
同
項
第
五
号
か
ら
第
十
号
ま
で
及
び
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事

項
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
の
う
ち
内
閣
総
理
大
臣
が
必
要
と

認
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
会
議
に
諮
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

前
項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
措
置
に
関
す
る
も
の 

イ 
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
又
は
国
際
連
携
平
和
安
全
活
動
の
た
め
に

実
施
す
る
国
際
平
和
協
力
業
務
で
あ
つ
て
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等

に
対
す
る
協
力
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
五
号
ト
に
掲
げ
る
も
の
若
し
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二 

〔
略
〕 

 

３ 

〔
略
〕 

  

（
議
員
） 

第
五
条 

議
員
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

め
る
国
務
大
臣
を
も
つ
て
充
て
る
。 

 

一 

第
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
及
び
第
十
四
号
に
掲
げ
る
事

項 

前
条
第
三
項
に
規
定
す
る
国
務
大
臣
、
総
務
大
臣
、
外
務
大
臣
、
財
務

大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
、
国
土
交
通
大
臣
、
防
衛
大
臣
、
内
閣
官
房
長
官
及

び
国
家
公
安
委
員
会
委
員
長 

 

二 

〔
略
〕 

  

三 

〔
略
〕 

く
は
こ
れ
に
類
す
る
も
の
と
し
て
同
号
ナ
の
政
令
で
定
め
る
も
の
又
は

同
号
ラ
に
掲
げ
る
も
の
の
実
施
に
係
る
国
際
平
和
協
力
業
務
実
施
計
画

の
決
定
及
び
変
更
（
当
該
業
務
の
終
了
に
係
る
変
更
を
含
む
。
） 

ロ 

人
道
的
な
国
際
救
援
活
動
の
た
め
に
実
施
す
る
国
際
平
和
協
力
業
務

で
あ
つ
て
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る
法
律

第
三
条
第
五
号
ラ
に
掲
げ
る
も
の
の
実
施
に
係
る
国
際
平
和
協
力
業
務

実
施
計
画
の
決
定
及
び
変
更
（
当
該
業
務
の
終
了
に
係
る
変
更
を
含
む
。
） 

ハ 

国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る
法
律
第
二
十

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
自
衛
官
の
国
際
連
合
へ
の
派
遣 

二 

前
項
第
九
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
自
衛
隊
法
第
八
十
四
条
の
三
に
規

定
す
る
保
護
措
置
の
実
施
に
関
す
る
も
の 

３ 

〔
略
〕 

  

（
議
員
） 

第
五
条 

議
員
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

め
る
国
務
大
臣
を
も
つ
て
充
て
る
。 

一 

第
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
及
び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
事

項 

前
条
第
三
項
に
規
定
す
る
国
務
大
臣
、
総
務
大
臣
、
外
務
大
臣
、
財

務
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
、
国
土
交
通
大
臣
、
防
衛
大
臣
、
内
閣
官
房
長

官
及
び
国
家
公
安
委
員
会
委
員
長 

二 
第
二
条
第
一
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
項 

外
務
大
臣
、
防
衛
大
臣
及
び

内
閣
官
房
長
官 

三 

第
二
条
第
一
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
項 

内
閣
官
房
長
官
及
び
事
態
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四 
第
二
条
第
一
項
第
十
三
号
に
掲
げ
る
事
項 

国
土
交
通
大
臣
、
防
衛
大

臣
、
内
閣
官
房
長
官
及
び
国
家
公
安
委
員
会
委
員
長 

２
～
４ 

〔
略
〕 

  

（
事
態
対
処
専
門
委
員
会
） 

 

第
九
条 

〔
略
〕 

２ 

〔
略
〕 

３ 

〔
略
〕 

４ 

〔
略
〕 

５ 

〔
略
〕 

   

（
領
域
警
備
事
態
連
絡
調
整
会
議
） 

第
九
条
の
二 

会
議
に
、
領
域
等
に
お
け
る
公
共
の
秩
序
の
維
持
に
関
し
、
会
議

の
審
議
に
必
要
な
情
報
を
収
集
す
る
と
と
も
に
、
関
係
行
政
機
関
が
相
互
に
適

切
に
連
携
を
図
り
な
が
ら
協
力
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
、
領
域
警
備
事
態

連
絡
調
整
会
議
を
置
く
。 

２ 

前
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
領
域
警
備
事
態
連
絡
調
整
会
議

に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

の
種
類
に
応
じ
て
あ
ら
か
じ
め
内
閣
総
理
大
臣
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
国
務

大
臣 

 

〔
新
設
〕 

 

２
～
４ 

〔
略
〕 

  

（
事
態
対
処
専
門
委
員
会
） 

 

第
九
条 

〔
略
〕 

２ 

〔
略
〕 

３ 

委
員
会
は
、
委
員
長
及
び
委
員
を
も
つ
て
組
織
す
る
。 

４ 

委
員
長
は
、
内
閣
官
房
長
官
を
も
つ
て
充
て
る
。 

５ 

委
員
は
、
内
閣
官
房
及
び
関
係
行
政
機
関
の
職
員
の
う
ち
か
ら
、
内
閣
総
理

大
臣
が
任
命
す
る
。 

  

〔
新
設
〕 

 
 

 
 


